
住宅用火災警報器について 

〇住宅用火災警報器は 10 年を目安に交換を！ 
 住宅用火災警報器は、古くなると電子部品の寿命や電池切れなど
で、火災を感知しなくなることがあるため、10 年を目安に交換を
お勧めします。 

いざというときに確実に作動するように、少なくとも年に２回は
点検しましょう。 
 
点検方法 
⇒ひもを引っ張ったりボタンを長押しすると、音声などで正常に作
動するかどうかを知らせてくれます。 
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○住宅用火災警報器設置支援について 

高齢者や障害のある方で、自身での設置が難しく、家族や近隣

の方にお願いすることができない世帯を対象に設置支援を実施し

ております。住宅用火災警報器設置支援の詳細については、阿久

根地区消防組合ホームページをご覧いただくか、阿久根消防署ま

でご連絡ください。 

※消防署では、住宅用火災警報器の販売等は行っておりません。

『不当な訪問販売』にご注意ください！！ 

 

  

【お問い合わせ】 
阿久根地区消防組合消防本部 
住所 阿久根市鶴見町 200 番地 
電話 警防課予防係 72-0119 

 


